
東北電力株式会社、四国電力株式会社及び北海道電力株式 

会社の料金改定について 

 

平成 25 年８月２日 

物価問題に関する関係閣僚会議 

 

 

平成 25 年２月 14 日に東北電力株式会社から、同月 20 日に四国電

力株式会社から、及び同年４月 24 日に北海道電力株式会社から申請

された料金改定については、厳正な査定を行った結果、別紙「東北

電力株式会社、四国電力株式会社及び北海道電力株式会社の供給約

款変更認可申請に係る査定方針」を認めることとする。 

あわせて、政府は、東北電力株式会社、四国電力株式会社及び北

海道電力株式会社が、一層の料金の低廉化に向けて今後も徹底した

合理化を行うとともに、事業の内容の透明性を確保すべきことに留

意し、適切な対応を取ることとする。 

 

 

 

 

資料１


